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１月10日（木）まで

本年最初の給与支
給日の前日まで

１月31日（木）まで

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（平成30年12月分）

②　給与所得者の扶養控除等申告書の提出

③　源泉徴収票・支払調書の交付・提出
④　給与支払報告書の提出（給与受給者の住居地の市町村長）
⑤　法人の確定申告、納付、延納の届出（平成30年11月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税
⑥　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長（平成30年10月期）
２カ月延長（平成30年９月期）
⑦　消費税確定申告（１カ月ごと）（11月期）
⑧　消費税確定申告（３カ月ごと）（２、５、８、11月期）
⑨　法人の中間申告（半期・５月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税
⑩　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額4,800万円超のとき
１カ月ごと（１1月期を除く）
直前期年税額400万円超のとき
３カ月ごと（２、５、８月期）
⑪　固定資産税の償却資産に関する申告

①　源泉所得税には復興特別所得税を
含む。

⑤～⑪　法人の事業年度（課税期間）
の終了日は各月末日とする。

⑦、⑧　消費税課税期間の短縮特例は
適用後２年間継続が要件である。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

監
　
　
査

通
常
と
異
な
る
監
査
意
見
や
監
査
役

の
交
代
に
つ
い
て
の
説
明
、議
論

─
金
融
庁
、監
査
情
報
充
実
懇

去
る
２
０
１
８
年
12
月
４
日
、
金

融
庁
は
第
２
回
「
会
計
監
査
に
つ
い

て
の
情
報
提
供
の
充
実
に
関
す
る
懇

談
会
」（
座
長
：
八
田
進
二
・
大
原

大
学
院
大
学
教
授
）
を
開
催
し
た
。

前
回（
２
０
１
８
年
11
月
20
日
号

（
№
１
５
２
９
）情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参

照
）の
議
論
で
各
メ
ン
バ
ー
か
ら
出
さ

れ
た
意
見
を
も
と
に
事
務
局
が
主
に

次
の
よ
う
な
論
点
を
提
示
し
た
。

通
常
と
は
異
な
る
監
査
意
見
に
つ

い
て
の
説
明
・
情
報
提
供

⑴　
監
査
報
告
書
の
記
載

監
査
報
告
書
の
記
載
に
つ
い
て
、

次
の
論
点
が
示
さ
れ
た
。

①　
監
査
報
告
書
の
記
載
に
関
す
る

考
え
方

「
除
外
事
項
の
内
容
に
つ
い
て
、
具

体
的
に
ど
の
部
分
が
適
正
で
な
か
っ

た
の
か
」等
の
事
項
を
、
明
確
に
記
載

す
べ
き
か
。

②　
限
定
付
適
正
意
見
の
場
合

監
査
人
は
、
監
査
報
告
書
の「
意
見

の
根
拠
」区
分
に
お
い
て
、
広
範
性
の

有
無
に
関
す
る
判
断
に
つ
い
て
も
十

分
な
説
明
を
行
う
べ
き
か
。

③　
意
見
不
表
明
の
場
合

監
査
人
は
、
監
査
報
告
書
に
お
い

て
、
受
嘱
審
査
で
の
監
査
リ
ス
ク
の

認
識
状
況
や
そ
の
後
の
状
況
変
化
を

含
め
、
特
に
丁
寧
な
説
明
を
行
う
べ

き
か
。

メ
ン
バ
ー
か
ら
は
、「
無
限
定
意
見

を
得
て
い
る
ほ
と
ん
ど
の
企
業
に
影

響
を
与
え
る
よ
う
な
制
度
面
の
変
更

は
避
け
て
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
と
ど
め
る

べ
き
」、
②
に
つ
い
て
「
利
用
者
と
し

て
は
、
な
ぜ
不
表
明
で
は
な
い
か
が

知
り
た
い
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

⑵　
求
め
ら
れ
る
説
明・情
報
提
供

企
業
だ
け
で
な
く
監
査
人
も
、
職

業
的
専
門
家
と
し
て
自
ら
行
っ
た
監

査
に
関
す
る
説
明
責
任
を
負
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
、
次
の
論

点
が
示
さ
れ
た
。

①　
監
査
報
告
書
以
外
で
の
説
明
・

情
報
提
供

監
査
人
と
し
て
は
、
経
営
者
や
監

査
役
等
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
状
況
や
見
解
の
不
一
致
の
有
無
等

に
つ
い
て
、
個
別
の
状
況
に
応
じ
、

書
面
ま
た
は
口
頭
で
追
加
的
な
情
報

提
供
を
行
う
べ
き
か
。

②　
株
主
総
会
で
の
意
見
陳
述

株
主
総
会
で
の
意
見
陳
述
の
機
会

を
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
か
。

③　
説
明
・
情
報
提
供
の
手
段

無
限
定
適
正
意
見
以
外
の
監
査
意

見
の
記
載
に
係
る
適
時
開
示
に
あ
た

り
、
企
業
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
監

査
人
か
ら
の
追
加
的
な
説
明
を
転
載

す
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
る
べ
き
か
。

ま
た
、
決
算
発
表
会
な
ど
監
査
人

自
ら
説
明
・
情
報
提
供
す
る
た
め
の

機
会
を
必
要
に
応
じ
て
設
け
る
べ
き

か
。

④　
説
明
・
情
報
提
供
に
あ
た
っ
て

の
留
意
点

監
査
人
が
監
査
報
告
書
以
外
の
手

段
で
説
明・情
報
提
供
を
行
う
場
合
に

は
、財
務
諸
表
利
用
者
に
公
平
に
情
報

を
伝
達
す
る
よ
う
、留
意
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
ど
う
か
。

メ
ン
バ
ー
か
ら
は
、
①
に
関
し
て

「
書
面
と
口
頭
、
ど
ち
ら
も
必
要
に

応
じ
て
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
」、

「
監
査
意
見
の
補
足
を
口
頭
で
す
れ

ば
よ
い
」と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

⑶　
守
秘
義
務

守
秘
義
務
の
考
え
方
に
つ
い
て

は
、
監
査
人
が
自
ら
の
監
査
意
見
の

内
容
や
そ
の
根
拠
を
説
明
す
る
う
え

で
必
要
な
事
項
を
述
べ
る
こ
と
や
株

主
総
会
に
出
席
し
て
必
要
な
事
項
を

述
べ
る
こ
と
は
、「
正
当
な
理
由
」
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私
が
初
め
て
監
査
チ
ー
ム
の
主
査

に
な
っ
た
と
き
、
何
か
問
題
が
起
き

る
と
一
人
で
考
え
込
ん
で
し
ま
い
、

複
数
の
問
題
が
起
き
る
と
、
パ
ン
ク

状
態
と
な
っ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
時
、
上
司
か
ら「
パ
ー

ト
ナ
ー
は
１
年
以
上
先
を
み
て
仕
事

を
し
て
い
る
。
主
査
に
な
り
た
て
の

君
は
、
３
カ
月
先
ま
で
大
ま
か
に
見

通
し
て
、１
週
間
先
ま
で
の
業
務
は
、

期
日
か
ら
逆
算
し
て
実
施
す
べ
き
事

項
を
明
確
に
し
な
さ
い
」と
の
助
言

を
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
、
ま
ず
は

足
元
の
仕
事
を
整
理
し
た
う
え
で
、

人
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
自
分
の
行

動
パ
タ
ー
ン
を
見
直
す
べ
き
と
の
指

導
を
受
け
た
。

た
し
か
に
自
分
の
こ
と
で
一
杯
で

現
在
の
自
身
の
状
況
も
整
理
で
き
な

い
人
が
、将
来
を
見
通
し
た
り
、チ
ー

ム
を
含
め
た
対
応
を
考
え
ら
れ
る
は

ず
も
な
い
。
事
実
、
自
分
の
不
手
際

に
よ
り
監
査
チ
ー
ム
を
振
り
回
し
て

い
た
よ
う
に
思
う
。

そ
こ
で
周
り
を
観
察
す
る
と
、
た

く
さ
ん
の
仕
事
を
こ
な
す“
仕
事
が

で
き
る
人
〟ほ
ど
、
先
を
見
据
え
て

行
動
し
、
問
題
を
未
然
に
防
ぐ
努
力

を
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

業
務
の
定
例
化
や
標
準
化
を
し
て
、

例
外
的
な
業
務
や
重
要
論
点
の
検
討

に
多
く
の
時
間
を
割
け
る
環
境
を
整

え
て
い
た
。
さ
ら
に
案
件
を
俯
瞰
し

た
う
え
で
、
チ
ー
ム
で
の
対
応
を
考

え
て
お
り
、
メ
ン
バ
ー
の
技
能
、
経

験
や
、
人
材
育
成
も
考
慮
し
た
業
務

の
割
当
て
を
行
い
、
効
率
的
、
効
果

的
に
仕
事
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
先
を
見
据
え
た
対
応

を
す
る
に
は
、「
想
像
力
」が
必
要
だ
。

い
つ
ま
で
に
、
誰
が
、
何
を
、
ど
の

よ
う
に
す
べ
き
か
な
ど
、
５
Ｗ
１
Ｈ

を
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は

過
去
の
類
似
の
経
験
も
大
切
だ
。
当

事
者
意
識
を
も
っ
て
対
応
し
て
い
れ

ば
、
上
司
の
事
前
準
備
を
含
め
た
行

動（
想
定
さ
れ
る
論
点
、
必
要
時
間
、

優
先
順
位
、
交
渉
相
手
、
そ
れ
ら

を
踏
ま
え
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
な

ど
）か
ら
多
く
の
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ

る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
仕
事
の
進
め
方
を
参

考
に
し
て
、
私
は
仕
事
の
手
順
を
変

え
て
み
た
。
た
と
え
ば
、
関
係
者
と

の
日
程
調
整
も
作
業
が
進
ん
で
か
ら

行
う
の
で
は
な
く
、
先
に
日
程
を
押

さ
え
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
作
業
す
る

よ
う
に
し
た
。
期
日
ギ
リ
ギ
リ
の
調

整
は
、
そ
れ
に
多
く
の
時
間
が
割
か

れ
、
協
議
・
報
告
が
遅
れ
る
こ
と
に

な
る
。
早
め
に
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
わ

か
れ
ば
、
関
係
者
も
安
心
で
あ
り
、

自
身
の
精
神
衛
生
上
も
よ
い
。

後
追
い
の
仕
事
を
し
な
い
た
め

に
、
関
係
者
と
適
時・適
切
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
、
で
き
る
だ

け
事
前
に
協
議
す
る
こ
と
に
し
た
。

仕
事
に
は
期
日
が
あ
る
以
上
、
検
討

事
項
の
認
識
が
遅
れ
る
ほ
ど
、
双
方

で
協
議
で
き
る
議
論
の
幅
が
狭
ま

り
、
あ
と
で
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
に
な

り
か
ね
な
い
。
監
査
は
、
双
方
で
早

い
時
期
に
事
実
関
係
や
論
点
を
共
有

し
、
監
査
人
側
も
期
日
を
考
慮
に
入

れ
て
内
部
手
続
を
進
め
、
適
時
に
状

況
を
報
告
す
る
こ
と
に
尽
き
る
。
こ

う
し
た
こ
と
を
共
有
で
き
る
監
査
先

企
業
と
の
定
例
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
、

効
果
的
で
あ
る
。

先
を
見
据
え
た
対
応
は
、
判
断
に

も
影
響
を
与
え
る
。
そ
の
場
そ
の
場

で
あ
る
べ
き
論
で
判
断
す
る
よ
り
、

中
期
的
な
影
響
も
考
慮
し
て
判
断

す
る
ほ
う
が
、
軸
が
ぶ
れ
ず
、
よ
り

一
貫
し
た
対
応
が
可
能
に
な
る
。
納

得
感
の
あ
る
説
明
が
で
き
れ
ば
、
顧

客
か
ら
の
信
頼
も
得
る
こ
と
が
で
き

る
。
冒
頭
の
パ
ー
ト
ナ
ー
の
コ
メ
ン

ト
は
、
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

責
任
者
の
先
を
見
据
え
た
仕
事
の

進
め
方
や
的
確
な
判
断
は
、
作
業
の

手
戻
り
を
防
ぎ
、
チ
ー
ム
の
効
率
性

に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に

な
る
。
組
織
全
体
の
働
き
方
改
革
の

ポ
イ
ン
ト
に
も
な
ろ
う
。

先
を
見
据
え
た
対
応

公
認
会
計
士 

布
施　

伸
章

会
計
監
査
の

“
現
場
感
”

会
　
　
計

投
資
信
託
の
時
価
算
定
の
取
扱
い
、検

討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

に
該
当
す
る
か
、
と
の
論
点
が
示
さ

れ
た
。

監
査
人
の
交
代
に
関
す
る
説
明
・

情
報
提
供

監
査
人
の
交
代
理
由
お
よ
び
こ
れ

に
対
す
る
監
査
人
の
意
見
は
、
財
務

諸
表
利
用
者
に
と
っ
て
、
重
要
な
情

報
で
あ
り
、
臨
時
報
告
書
等
に
お
い

て
、
実
質
的
な
内
容
を
記
載
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
次
の
論
点
が
示
さ

れ
た
。監

査
人
の
任
期
が
通
常
１
年
で
終

了
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
任
期
満

了
」
と
の
記
載
は
、
交
代
理
由
の
開

示
と
し
て
不
適
切
か
。
ま
た
、
で
き

る
だ
け
実
質
的
な
内
容
を
開
示
す
べ

き
か
。

メ
ン
バ
ー
か
ら
は
、「
実
質
的
な

交
代
の
理
由
を
説
明
す
べ
き
。
開
示

府
令
の
見
直
し
も
必
要
で
は
」、「
監

査
人
交
代
が
円
満
に
行
わ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
余
計
な
詮
索
が
さ
れ
な
い

よ
う
な
フ
ェ
ア
な
議
論
を
」
と
い
っ

た
意
見
も
聞
か
れ
た
。

今
後
の
議
論

座
長
よ
り
、
お
お
む
ね
メ
ン
バ
ー

か
ら
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
次
回

具
体
的
な
報
告
書
案
を
示
し
、
議
論

し
た
い
旨
が
示
さ
れ
た
。

去
る
２
０
１
８
年
12
月
13
日
、
企

業
会
計
基
準
委
員
会
は
第
３
９
８
回

企
業
会
計
基
準
委
員
会
を
開
催
し

た
。主

な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

公
正
価
値
測
定
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
・

開
示
の
検
討

⑴　
投
資
信
託
の
時
価
算
定

投
資
信
託
の
時
価
算
定
に
つ
い

て
、
事
務
局
か
ら
次
の
よ
う
な
提
案

が
示
さ
れ
た
。

①　
関
係
者
と
の
協
議
等
一
定
の
期

間
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

基
準
公
表
後
お
お
む
ね
１
年
を
か

け
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
、
投

資
信
託
に
関
す
る
取
扱
い
を
改
正

す
る
と
と
も
に
、
当
該
改
正
に
関

す
る
適
用
時
期
を
定
め
る
。
当
該

改
正
を
行
う
ま
で
の
間
は
現
行
の

基
準
価
格
を
時
価
と
す
る
金
融
商

品
実
務
指
針
を
踏
襲
す
る
。

②　
経
過
措
置
を
利
用
し
た
場
合
の
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貴社の景況判断BSI（「上昇」－「下降」社数構成比） （単位：％ポイント）●貴社の景況
平成30年10～12月期の「貴社の景況判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企
業、中堅企業は「上昇」超、中小企業は「下降」超となっています。
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業は「上昇」超で推移する見通
し、中小企業は「下降」超で推移する見通しとなっています。
●国内の景況
平成30年10～12月期の「国内の景況判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企
業、中堅企業は「上昇」超、中小企業は「下降」超となっています。
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業は「上昇」超で推移する見通
し、中小企業は「下降」超で推移する見通しとなっています。
平成30年12月末時点の「従業員数判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企
業、中堅企業、中小企業いずれも「不足気味」超となっています。
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足気
味」超で推移する見通しとなっています。
平成30年度は、2.8％の増収見込みとなっています（下期1.8％の増収見
込み）。
業種別にみると、製造業、非製造業ともに増収見込みとなっています。
平成30年度は、0.4％の増益見込みとなっています（下期0.6％の減益見
込み）。
業種別にみると、製造業は減益見込み、非製造業は増益見込みとなって
います。
平成30年度は、9.1％の増加見込みとなっています（下期9.6％の増加見
込み）。
業種別にみると、製造業、非製造業ともに増加見込みとなっています。

平成30年10―12月期調査

対象企業数
回答企業数
回　収　率

法人企業景気予測調査
（内閣府・財務省）

法人企業景気予測調査は、わが国の経済活動の主要部分を占める企業活動を把握することにより、経済の現状
および今後の見通しに関する基礎資料を得ることを目的として四半期ごとに調査しています。なお、資本金、
出資金または基金（以下、「資本金」といいます）1千万円以上の法人（ただし、電気・ガス・水道業および金融業、
保険業は資本金1億円以上）を対象としています。以下は、平成30年10-12月期調査結果の概要です。

（注）本調査において大企業とは資本金10億円以上の企業を、中堅企業とは資本金1億円以上10億円未満
の企業を、中小企業とは資本金1千万円以上1億円未満の企業をいいます。

景　　況

大
企
業
中
堅
企
業
中
小
企
業

全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業

31年4～6月
見通し

30年7～9月
前回調査

国内の景況判断BSI（「上昇」－「下降」社数構成比） （単位：％ポイント）

大
企
業
中
堅
企
業
中
小
企
業

全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業

30年10～12月
現状判断

31年4～6月
見通し

30年7～9月
前回調査

30年10～12月
現状判断

31年1～3月
見通し

31年1～3月
見通し

1.4 
0.2 
1.9 
0.4 
3.5 
▲0.5 
▲4.2 
▲6.0 
▲3.9 

3.5 
1.5 
4.5 
2.6 
2.8 
2.6 
▲4.1 
▲6.1 
▲3.7 

4.3 
5.5 
3.7 
6.0 
7.8 
5.5 
▲4.9 
▲6.4 
▲4.6 

4.7 
4.8 
4.7 
3.8 
5.7 
3.3 
▲3.0 
▲4.8 
▲2.6 

3.8 
6.5 
2.4 
2.2 
5.4 
1.3 

▲10.0 
▲13.6 
▲9.2 

6.9 
8.3 
6.2 
4.9 
5.1 
4.8 
▲7.3 
▲8.1 
▲7.1 

4.7 
4.2 
5.0 
3.5 
▲2.0 
5.1 
▲6.5 
▲9.0 
▲6.0 

3.3 
2.7 
3.6 
2.0 
▲0.7 
2.8 
▲6.7 
▲8.3 
▲6.4 

15,763社
12,895社
　81.8％

設備投資

雇　　用

売 上  高

経常利益

投
資
信
託
の
時
価
レ
ベ
ル
は
次
の

と
お
り
と
す
る
。

ⅰ　

算
定
日
に
お
い
て
市
場
価
格

を
時
価
と
す
る
場
合
は
、
当
該

市
場
が
活
発
か
否
か
に
応
じ
て

レ
ベ
ル
１
ま
た
は
２
と
す
る
。

ⅱ　

算
定
日
に
お
い
て
基
準
価
格

で
無
条
件
に
解
約
可
能
で
あ
っ

て
、
当
該
基
準
価
格
を
時
価
と

す
る
場
合
は
、
当
該
投
資
信
託

の
設
定
、
解
約
取
引
が
活
発
か

否
か
に
応
じ
て
レ
ベ
ル
１
ま
た

は
２
と
す
る
。

ⅲ　

前
記
ⅰ
ま
た
は
ⅱ
以
外
で
、

基
準
価
格
を
時
価
と
す
る
場
合

は
、
便
宜
、
レ
ベ
ル
３
に
分
類

す
る
。

委
員
か
ら
は
、「
不
動
産
は
今
回

の
議
論
の
対
象
外
で
あ
る
か
ら
、
不

動
産
を
扱
う
投
信
も
除
外
す
べ
き
」

と
の
意
見
が
あ
が
っ
た
。

⑵　
適
用
時
期
と
経
過
措
置

事
務
局
か
ら
、
前
回
（
２
０
１
８

年
12
月
20
日
号
（
№
１
５
３
２
）
情

報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）
示
し
た
提
案

を
修
正
し
て
、
次
の
案
を
示
し
た
。

①　
適
用
時
期

ⅰ　

２
０
２
０
年
４
月
１
日
以
後

開
始
事
業
年
度
の
期
首
か
ら
強

制
適
用
。
た
だ
し
、
同
事
業
年

度
末
決
算
か
ら
の
適
用
を
認
め

る
。

ⅱ　

２
０
２
０
年
３
月
31
日
以
後

終
了
事
業
年
度
の
事
業
年
度
決

算
か
ら
の
早
期
適
用
を
認
め
る
。

ⅲ　

第
三
者
か
ら
入
手
し
た
相
場

価
格
の
取
扱
い
、
投
資
信
託
の

取
扱
い
、
開
示
に
関
し
て
経
過

措
置
を
定
め
る
。

②　
遡
及
処
理

ⅰ　

原
則
と
し
て
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

13
号
と
同
様
に
将
来
に
向
か
っ

て
適
用
す
る
。

ⅱ　

た
だ
し
、
会
計
方
針
の
変
更

に
該
当
す
る
部
分
が
分
離
可
能

で
あ
る
場
合
に
は
、
遡
及
適
用

を
認
め
る
。
こ
の
場
合
、
期
首

の
利
益
剰
余
金
に
よ
る
遡
及
適

用
を
認
め
る
。

①
の
適
用
時
期
に
つ
い
て
は
、
前

回
の
意
見
を
踏
ま
え
、
２
０
２
０
年

４
月
１
日
以
後
開
始
事
業
年
度
の
年

度
末
か
ら
の
適
用
を
認
め
、
後
ろ
倒

し
で
き
る
提
案
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。

委
員
か
ら
は
、「
ま
だ
準
備
期
間
が

短
い
。
後
１
年
は
延
ば
す
べ
き
」
な

ど
の
反
対
意
見
が
多
数
あ
が
っ
た
。

②
の
遡
及
処
理
に
つ
い
て
は
、「
ⅱ

の
遡
及
適
用
で
き
る
条
件
は
不
要
で

は
な
い
か
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、

事
務
局
か
ら
は
「
ⅰ
の
将
来
へ
の
適

用
と
ⅱ
の
遡
及
適
用
ど
ち
ら
で
も
い

い
と
い
う
の
は
い
か
が
か
」
と
い
う

回
答
が
あ
っ
た
。
ま
た
、「
ⅱ
の
条
件

に
関
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
必
要
で
は
」

と
の
意
見
に
、
事
務
局
か
ら
「
例
示

を
検
討
す
る
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

⑶　
他
の
基
準
等
の
改
正
ま
た
は
修

正今
回
の
基
準
開
発
で
、
内
容
面
の

検
討
を
要
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の

基
準
等
の
文
案
が
示
さ
れ
、
審
議
さ

れ
た
。

・
実
務
対
応
報
告
６
号「
デ
ッ
ト
・
エ

ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
の
実
行
時

に
お
け
る
債
権
者
側
の
会
計
処
理

に
関
す
る
実
務
上
の
取
扱
い
」

・
実
務
対
応
報
告
10
号「
種
類
株
式
の

貸
借
対
照
表
価
額
に
関
す
る
実
務

上
の
取
扱
い
」

・
企
業
会
計
基
準
９
号「
棚
卸
資
産
の

評
価
に
関
す
る
会
計
基
準
」

基
準
諮
問
会
議
か
ら
の
テ
ー
マ
提
言

基
準
諮
問
会
議
で
提
言
さ
れ
た
、

「『
見
積
り
の
不
確
実
性
の
発
生
要

因
』
お
よ
び
『
関
連
す
る
会
計
基
準

等
の
定
め
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に

採
用
し
た
会
計
処
理
の
原
則
及
び
手

続
』
に
関
す
る
注
記
情
報
の
充
実
」

に
つ
い
て
、
事
務
局
か
ら
、
デ
ィ
ス

ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
専
門
委
員
会
で
検
討

す
る
旨
の
提
案
が
な
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
、
反
対
意
見
は
聞
か
れ

な
か
っ
た
。
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国
際
会
計

リ
ー
ス
の
貸
手
の
た
め
の
改
善
Ａ
Ｓ

Ｕ
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

経理用語の豆知識

去
る
２
０
１
８
年
12
月
10
日
、
Ｆ

Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会
計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト

（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）「
リ
ー
ス
（
ト
ピ
ッ
ク

842
）
―
貸
手
の
た
め
の
狭
い
範
囲
の

改
善
」（
以
下
、「
本
Ａ
Ｓ
Ｕ
」
と
い

う
）
を
公
表
し
た
。

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
２
０
１
６
年
に
発

行
さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０
１
６
―
02

「
リ
ー
ス
（
ト
ピ
ッ
ク
842
）」
の
初
度

適
用
に
関
し
て
、リ
ー
ス
の
「
貸
手
」

か
ら
の
要
求
に
対
応
す
る
も
の
で
あ

る
。本

Ａ
Ｓ
Ｕ
の
内
容

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
の
内
容
は
次
の
３
つ
で

あ
る
。

⑴　
「
貸
手
」が「
借
手
」か
ら
回
収
す

る
売
上
税（sales taxes

）と
他

の
類
似
し
た
税
金

ト
ピ
ッ
ク
842
は
、「
貸
手
」
に
、

管
轄
ご
と
に
、
売
上
税
と
他
の
類
似

し
た
税
金
に
つ
い
て
、「
貸
手
の
費

用
」
か
「
借
手
の
費
用
」
か
を
決
定

す
る
た
め
の
評
価
を
要
求
し
て
い

る
。本

Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、「
貸
手
」
に
、
会

計
方
針
の
選
択
と
し
て
、
こ
の
評
価

を
し
な
い
こ
と
を
認
め
た
。
こ
の
選

択
を
し
た
「
貸
手
」
は
、
関
連
す
る

開
示
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約

の
対
価
か
ら
そ
れ
ら
の
税
金
を
控
除

し
、
そ
れ
ら
の
税
金
が
「
借
手
」
の

費
用
で
あ
る
か
の
よ
う
に
会
計
処
理

で
き
る
。

⑵　
「
借
手
」に
よ
り「
貸
手
」の
た
め

に
第
三
者
に
直
接
支
払
わ
れ
た
変

動
支
払

ト
ピ
ッ
ク
842
は
、「
借
手
」
に
よ

り
「
貸
手
」
の
た
め
に
第
三
者
に
直

接
支
払
わ
れ
た
変
動
支
払
に
つ
い

て
、
損
益
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を

要
求
し
て
い
る
。

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、「
貸
手
」
に
、「
借

手
」が
直
接
第
三
者
に
支
払
っ
た「
貸

手
」
の
費
用
を
変
動
支
払
か
ら
除
く

こ
と
（
収
益
と
し
な
い
こ
と
）
を
要

求
し
て
い
る
。
ま
た
、
契
約
の
対
価

か
ら
控
除
し
た
、「
貸
手
」
が
支
払

い
、「
借
手
」が
払
い
戻
し
た
費
用
を
、

変
動
支
払
と
し
て
会
計
処
理
す
る
こ

と
を
要
求
し
て
い
る
。

⑶　
「
リ
ー
ス
構
成
要
素
」な
ら
び
に

「
非
リ
ー
ス
構
成
要
素
」と
の
契
約

に
対
す
る
変
動
支
払
の
認
識

ト
ピ
ッ
ク
842
は
、「
貸
手
」
に
、

変
動
支
払
が
非
リ
ー
ス
構
成
要
素
に

部
分
的
に
関
連
す
る
か
ど
う
か
に
関

係
な
く
、
変
動
支
払
額
を
変
動
支
払

の
基
礎
と
な
る
事
実
と
状
況
の
変
化

が
発
生
し
た
期
間
に
損
益
で
認
識
す

る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
で
は
、「
貸
手
」
に
、

変
動
支
払
の
基
礎
と
な
る
事
実
と
状

況
の
変
化
が
発
生
し
た
と
き
に
、
特

定
の
変
動
支
払
額
を
「
リ
ー
ス
構
成

要
素
」
と
「
非
リ
ー
ス
構
成
要
素
」

に
配
分
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い

る
。配

分
後
、「
リ
ー
ス
構
成
要
素
」

に
配
分
さ
れ
た
変
動
支
払
額
は
ト

ピ
ッ
ク
842
に
従
っ
て
損
益
で
認
識
さ

れ
、「
非
リ
ー
ス
構
成
要
素
」
に
配

分
さ
れ
た
変
動
支
払
額
は
、
そ
の
他

の
ト
ピ
ッ
ク
（
た
と
え
ば
「
ト
ピ
ッ

ク
606
（
顧
客
と
の
契
約
か
ら
生
じ
る

収
益
）」
な
ど
）
に
従
っ
て
認
識
さ

れ
る
。

適
用
時
期

Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０
１
６
―
02
を
早
期
適

用
し
て
い
な
い
企
業
に
つ
い
て
は
、

こ
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０
１
６
―

02
と
同
じ
く
、
２
０
１
８
年
12
月
16

日
以
降
開
始
年
度
か
ら
適
用
さ
れ

る
。

セール・アンド・リースバック取引

所有する物件を貸手に売却し、貸手から当該物件の
リースを受ける取引をセール・アンド・リースバック取引と
いう。ファイナンス・リース取引に該当するかどうかの判定
は、通常のファイナンス・リース取引の判定基準と変わらな
いが、この判定において、経済的耐用年数については、リー
スバック時におけるリース物件の性能、規格、陳腐化の状
況等を考慮して見積った経済的使用可能予測期間を用い
るとともに、当該リース物件の見積現金購入価額について
は、実際売却価額を用いる。
リース取引がファイナンス・リース取引に該当する場合、
借手はリースの対象となる物件の売却に伴う損益を長期
前払費用または長期前受収益等として繰延処理し、減価
償却費の割合に応じ減価償却費に加減して損益に計上す
る。売却損失が、合理的な見積市場価額が帳簿価額を下
回ることにより生じたものであることが明らかな場合に
は、繰延処理せずに売却時の損失として処理する。

改訂コーポレートガバナンス・コード

2018年6月にコーポレートガバナンス・コードの改訂が
行われ、コーポレート・ガバナンス報告書は事業年度の定
めにかかわらず2018年12月末日までに提出することとさ
れている（同日以前に定時株主総会が開催され定期更新
を行う場合には改訂前のコーポレートガバナンス・コード
に準拠することも可能）。
コーポレートガバナンス・コードは原則と補充原則によ

り構成されている。
機関投資家と企業との対話において、重点的に議論す

ることが期待される事項を取りまとめた「投資家と企業の
対話ガイドライン」が策定され、それに呼応する形で改訂
がなされている。原則では「企業年金のアセットオーナー
としての機能発揮」が、補充原則では「政策保有株式を保
有させている側への規律づけ」、「政策保有株主との取引
の合理性の確保」、「客観性・適時性・透明性ある手続に
従ったＣＥＯの選任」、「ＣＥＯを解任するための客観性・
適時性・透明性ある手続の確保」が新設されている。



情報フラッシュ

経理情報●2019.1.1（No.1533） 8

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2018年
12月5日

源泉所得税の改正の
あらまし（BEPS防止
措置実施条約）

国税庁
「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための
多数国間条約」（BEPS防止措置実施条約）が2019年1月1日に発効されることに
伴い、その概要をまとめたもの。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0018011-104.pdf

―

2018年
12月10日

ASU2018―20
「リース（トピック
842）―貸手のため
の狭い範囲の改善」

FASB

2016年に発行されたASU2016―02「リース（トピック842）」の初度適用に関し
て、リースの「貸手」からの要求に対応するもの。ASU2016―02を早期適用し
ていない企業は、本ＡＳＵが2018年12月16日以降開始年度から適用される。
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=11761
71756166&acceptedDisclaimer=true
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金
　
　
融

長
期
化
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
問
題証

　
　
券

２
０
１
９
年
、日
米
の
景
気・
株
価
は

ど
う
な
る

欧
州
市
場
で
株
式
や
イ
ギ
リ
ス
・

ポ
ン
ド
の
相
場
下
落
が
続
い
て
い
る
。

ポ
ン
ド
は
、
直
近
８
カ
月
前
の
高
値

１
・
４
ド
ル
台
か
ら
12
月
に
入
っ
て
１
・

２
ポ
ン
ド
台
ま
で
低
下
し
て
い
る
。
こ

れ
は
１
年
８
カ
月
振
り
の
安
値
水
準

で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
問

題
が
、
直
接
市
場
を
揺
る
が
す
展
開

と
な
っ
て
い
る
。

英
国
の
メ
イ
首
相
は
12
月
10
日
、

欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
か
ら
の
離
脱
に

関
し
て
ま
と
め
た
Ｅ
Ｕ
と
の
離
脱
協

定
案
の
議
会
で
の
採
決
延
期
を
表
明

し
た
。
そ
の
後
も
メ
イ
首
相
の
議
会

で
の
不
信
任
投
票
に
発
展
す
る
な
ど
、

イ
ギ
リ
ス
国
内
で
の
混
乱
が
続
い
て
い

る
。こ

の
期
に
及
ん
で
こ
う
し
た
現
状
の

ま
ま
２
０
１
９
年
３
月
29
日
の
期
限

を
迎
え
れ
ば
、
移
行
期
間
も
な
い
よ

う
な
ハ
ー
ド
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
に
な
る
可

能
性
、
も
し
く
は
逆
に
Ｅ
Ｕ
離
脱
自

体
が
実
行
可
能
な
の
か
と
い
っ
た
不

透
明
な
状
況
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

問
題
の
最
大
の
焦
点
は
、
北
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
の
国
境
管

理
だ
。
イ
ギ
リ
ス
領
の
北
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
と
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
あ
る
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
と
の
国
境
は
、
地
続
き
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
と

同
時
に
そ
れ
な
り
の
国
境
管
理
が
必

要
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
国
境
管

理
を
厳
格
に
行
う
こ
と
は
、
イ
ギ
リ

ス
に
と
っ
て
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
と

い
う
過
去
の
歴
史
の
記
憶
を
呼
び
起

こ
す
こ
と
に
な
り
、
単
純
な
話
で
は

な
く
な
る
。

メ
イ
首
相
が
今
回
採
決
す
る
は
ず

だ
っ
た
離
脱
協
定
案
に
は
バ
ッ
ク
ス

ト
ッ
プ
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
こ

れ
は
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
物
品
や
農
産

物
の
Ｅ
Ｕ
基
準
検
査
を
し
な
い
、
暫

定
的
に
イ
ギ
リ
ス
を
Ｅ
Ｕ
の
関
税
同

盟
内
に
と
ど
め
る
な
ど
の
、
国
境
管

理
問
題
を
避
け
る
た
め
に
国
境
を
曖

昧
に
し
て
問
題
を
先
送
り
す
る
も
の

だ
。
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
強
硬
派

が
反
対
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
イ
ギ

リ
ス
の
主
導
権
を
骨
抜
き
に
す
る
よ

う
な
曖
昧
な
取
決
め
だ
。

イ
ギ
リ
ス
国
内
で
今
回
の
協
定
案

を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
可
能
性
も
、

ま
た
Ｅ
Ｕ
側
で
こ
れ
以
上
の
交
渉
に

応
じ
る
気
配
も
な
い
。
さ
ら
に
歴
史

問
題
に
根
差
す
国
家
の
枠
組
み
の
問

題
に
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
早
期
決

着
は
考
え
に
く
い
。
当
面
は
世
界
経

済
に
影
響
を
及
ぼ
す
リ
ス
ク
要
因
と

し
て
問
題
は
長
期
化
し
そ
う
だ
。

い
よ
い
よ
２
０
１
９
年
の
幕
開
け
で

あ
る
が
、
世
界
の
株
式
市
場
は
先
行

き
へ
の
警
戒
感
が
高
ま
っ
て
い
る
。
株

価
へ
の
影
響
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ

混
迷
の
震
源
地
の
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
そ

の
他
の
市
場
の
ほ
う
が
大
き
い
。
年
末

の
株
価
水
準
が
前
年
末
を
上
回
っ
て
い

た
の
は
ア
メ
リ
カ
ぐ
ら
い
で
、
他
の
国

は
ほ
と
ん
ど
が
下
回
っ
た
。
２
０
１
８

年
の
株
式
市
場
の
成
果
は
ゼ
ロ
で
あ
っ

た
。
ト
ッ
プ
に
振
り
回
さ
れ
る
２
番
手

以
下
の
宿
命
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
ア
メ
リ
カ
は
輸
入
関
税
引
上

げ
の
影
響
が
一
段
と
強
ま
っ
て
く
る
。

メ
ー
カ
ー
は
原
材
料
価
格
の
高
騰
、

消
費
者
は
消
費
者
物
価
の
上
昇
に
不

満
を
強
め
る
。
生
産
減
少
、
消
費
足

踏
み
と
な
れ
ば
、
長
期
拡
大
を
続
け

て
き
た
米
景
気
の
ピ
ー
ク
ア
ウ
ト
も

十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
景
気
変
調
と

な
れ
ば
、
ま
た
長
期
間
好
調
を
維
持

し
て
い
る
企
業
収
益
も
無
傷
と
は
い

か
な
い
。
新
年
の
ア
メ
リ
カ
株
価
を

占
う
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

警
戒
感
が
緩
む
と
す
れ
ば
、
米
中

貿
易
摩
戦
争
の
状
況
改
善
、
米
Ｆ
Ｒ

Ｂ
の
金
融
政
策
の
大
幅
な
変
更
な
ど

で
あ
ろ
う
。
加
え
て
北
朝
鮮
、
ロ
シ
ア

な
ど
地
政
学
的
要
因
は
ど
う
影
響
し

て
く
る
か
。
２
０
１
８
年
の
展
開
か
ら

新
年
の
展
望
を
す
る
こ
と
は
何
と
も
難

し
い
が
、
世
界
の
政
治
・
軍
事
の
緊
張

緩
和
に
向
か
う
展
開
と
な
れ
ば
、
株

式
市
場
に
は
や
は
り
好
材
料
だ
ろ
う
。

日
本
の
株
式
市
場
は
ど
う
か
。
株

価
の
変
動
は
ア
メ
リ
カ
を
先
頭
と
す

る
国
際
的
連
動
の
構
図
が
で
き
あ

が
っ
て
い
る
た
め
、
日
本
独
自
の
要

因
で
動
け
る
範
囲
は
乏
し
い
。
そ
れ

で
も
、
２
０
１
８
年
の
実
績
が
示
す

よ
う
に
、
株
価
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

は
主
要
国
で
は
ア
メ
リ
カ
に
次
い
で

２
位
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
と
と
も

に
景
気
拡
大
が
長
期
間
続
い
て
お
り
、

企
業
収
益
も
高
水
準
が
維
持
さ
れ
て

い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

新
年
も
景
気
や
企
業
収
益
の
堅
調

さ
が
維
持
さ
れ
れ
ば
、
株
価
を
さ
ほ

ど
悲
観
視
す
る
必
要
は
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
日
本
の
景
気
や
企

業
収
益
は
海
外
要
因
に
支
え
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
景
気

後
退
、
中
国
の
経
済
も
落
ち
込
み
と

な
れ
ば
、
様
子
は
変
わ
っ
て
く
る
。
特

に
、
中
国
経
済
の
動
向
は
最
大
限
の

警
戒
が
必
要
だ
。
日
本
経
済
、
株
式

市
場
の
実
態
は
波
乱
含
み
で
あ
る
。


